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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第37期

第１四半期連結累計
（会計）期間

第38期

第１四半期連結累計
(会計)期間

第37期

会計期間
自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

売上高 （百万円） 19,107 23,337 103,645

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △160 2,464 10,916

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

（百万円） △358 1,289 4,184

純資産額 （百万円） 57,345 60,201 60,273

総資産額 （百万円） 246,663 248,709 256,573

１株当たり純資産額 （円） 1,068.51 1,150.94 1,152.74

１株当たり四半期（当期）純利益
金額又は四半期純損失金額（△）

（円） △7.77 27.93 90.62

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） － 27.80 90.51

自己資本比率 （％） 20.0 21.4 20.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 1,365 △6,348 21,270

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,039 △632 △5,341

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △5,040 △2,872 △1,457

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） 12,407 22,559 31,592

従業員数 （名） 4,655 4,531 4,275

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員数を表示しております。

３　第37期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため記載をしておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載し

ております。

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間における、関係会社の異動は以下のとおりです。

非連結子会社でありました㈱ウェル・トラスト、ヒューマンライフサービス㈱、及び買収により子会社と

なったトラストガーデン㈱の３社が連結子会社となりました。

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業の

内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

㈱ウェル・トラスト 東京都文京区 495
メディカ
ル事業

100.0
当社による債務保証、
資金の貸付

役員の兼任６名

ヒューマンライフサービス㈱ 名古屋市東区 120
メディカ
ル事業

100.0
資金の貸付

役員の兼任３名

トラストガーデン㈱
東京都世田谷
区

50
メディカ
ル事業

100.0
当社による債務保証、
資金の貸付

役員の兼任４名

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２．上記子会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合がそれぞ

れ100分の10以下であるため、主要な損益情報等は記載しておりません。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 4,531（2,963）

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者（パートタイマー及び嘱託）の当第１四半期連結会計期間の平均人数で

あります。

(2)　提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 3,768（1,565）

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者（パートタイマー及び嘱託）の当第１四半期会計期間の平均人数であり

ます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの実態に則した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に換えて収容実績、契約実

績及び販売実績を記載しております。また、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示

に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。

これによる事業区分へ与える影響は軽微なため、前年同期比較を行っております。

(1) 収容実績 

〔ホテルレストラン等事業〕 

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

収容能力
室
(人)

収容実績
 

人

室稼働率
 
％

収容能力
室
(人)

収容実績
 

人

室稼働率
 
％

エ
ク
シ
ブ

エクシブ箱根離宮 ─ ─ ─
187

（65,065)
42,425 86.9

エクシブ京都 八瀬離宮
210

(95,550)
45,976 80.1

210
(95,550)

46,568 82.9

エクシブ那須白河
58

(26,390)
11,163 73.0

58
(26,390)

9,680 63.9

エクシブ浜名湖
193

(87,815)
28,787 54.0

193
(87,815)

26,261 49.6

エクシブ初島クラブ
200

(69,160)
22,519 41.7

200
(69,160)

20,509 38.8

エクシブ鳴門&ＳＶ&ＳＶⅡ
179

(81,445)
28,216 57.5

179
(81,445)

29,055 59.6

エクシブ蓼科
230

(104,650)
26,001 43.0

230
(104,650)

22,066 36.7

エクシブ琵琶湖
268

(113,204)
31,741 45.4

268
(113,204)

33,390 47.4

エクシブ山中湖&ＳＶ
280

(129,493)
34,628 51.1

280
(129,493)

30,386 43.6

エクシブ淡路島
109

(47,615)
9,030 36.5

109
(48,685)

9,562 37.4

エクシブ軽井沢&ＳＶ
240

(106,015)
26,681 45.1

240
(106,015)

23,583 42.3

エクシブ白浜&アネックス
248

(107,653)
26,396 41.2

248
(107,653)

25,354 40.9

エクシブ伊豆
227

(98,007)
16,403 32.8

227
(98,007)

14,117 28.8

エクシブ鳥羽&アネックス
405

(172,081)
36,350 38.6

405
(172,081)

33,519 35.8

エクシブ小計
2,847

(1,239,078)
343,891 47.2

3,034
(1,305,213)

366,475 47.5
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区分

前第１四半期連結会計期間

(自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日)

収容能力

室

(人)

収容実績

 

人

室稼働率

 

％

収容能力

室

(人)

収容実績

 

人

室稼働率

 

％

サンメン

バーズ

サンメンバーズリゾート
626

(248,703)
49,859 45.2

626
(248,703)

48,299 44.9

サンメンバーズシティ
602

(86,450)
36,865 63.6

597
(103,831)

50,814 69.5

サンメンバーズ小計
1,228

(335,153)
86,724 53.3

1,223
(352,534)

99,113 56.9

ト
ラ
ス
テ
ィ

トラスティ神戸旧居留地
141

(18,837)
12,300 71.3

141
(18,837)

15,229 90.6

トラスティ東京ベイサイド
200

(34,216)
17,908 74.0

200
(34,216)

16,686 66.9

トラスティ心斎橋
211

(25,844)
20,122 86.8

211
(25,844)

20,636 88.5

トラスティ名古屋栄
204

(23,933)
18,396 83.7

204
(23,933)

17,636 83.0

トラスティ名古屋
250

(30,485)
18,281 71.7

250
(30,485)

19,514 75.7

トラスティ小計
1,006

(133,315)
87,007 77.7

1,006
(133,315)

89,701 80.2

ＢＣＣ 東京ベイコート倶楽部
292

(87,542)
17,440 26.5

292
(87,542)

18,545 28.1

ホテル計
5,373

(1,795,088)
535,062 ─

5,555
(1,878,604)

573,834 ─

(注) １　収容能力欄には、稼働可能室数を記載しております。収容能力欄の(　)内は延べ収容可能人数で、客室定員数に
営業日数を乗じて算出しております。

２　室稼働率は利用室数を延べ稼働可能室数で除して算出しております。
３　「ＢＣＣ」は、「ベイコート倶楽部」の略称であります。
４　「ＳＶ」は、「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。

５　エクシブ箱根離宮は平成22年３月22日に開業しております。

６　エクシブ淡路島は、前第１四半期連結会計期間において２日間クローズしております。

　

(2) 契約実績

　会員権事業のホテル会員権の契約実績は次の通りであります。

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
  至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年６月30日)

期首繰延
残高
(百万円)

期中
契約高
(百万円)

期中
売上高
(百万円)

期末繰延
残高
(百万円)

期首繰延
残高
(百万円)

期中
契約高
(百万円)

期中
売上高
(百万円)

期末繰延
残高
(百万円)

登録料部分 ― 2,0922,092 ― ― 3,0813,081 ―

不動産部分 25,3062,3741,05226,62810,7663,3702,53211,605

保証金部分 ― 514 ― ― ― 1,108 ― ―

その他 ― ― 1,170 ― ― ― 1,879 ―

計 25,3064,9804,31426,62810,7667,5617,49411,605

(注) １　「その他」は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入等であります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

数量 金額(百万円) 数量 金額(百万円)

会員権
事業

ホテル
会員権

登録料売上 691口 2,092 872口 3,081

不動産売上 260口 1,052 382口 2,532

計

―

3,144

―

5,614

その他 1,170 1,879

小計 4,314 7,494

ホテル
レストラン
等事業

料飲売上

―

4,661

―

5,012

宿泊料売上 2,821 2,976

施設付帯売上 1,063 1,135

運営管理費収入 1,277 1,388

保証金償却収入 485 589

その他 902 1,006

小計 11,211 12,108

ゴルフ
事業

登録料収入 87口 47 94口 65

ゴルフ場売上

―

1,835

―

1,756

年会費収入 95 97

保証金償却収入 52 54

その他 18 14

小計 2,048 1,988

メディカル
事業

登録料収入 42枚 166 76口 166

医療用機器等賃貸料

―

371

―

245

年会費収入 455 478

保証金償却収入 317 317

シニアレジデンス収入 － 365

その他 154 109

小計 1,464 1,682

その他

賃貸料収入

―

42

―

38

その他 25 25

小計 67 64

合計 ― ― 19,107 ― 23,337

(注) １　数量欄に記載のないものについては、取扱品目が多岐にわたり記載が困難のため記載しておりません。 

２　会員権事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入等であります。

３　ホテルレストラン等事業のその他は、ローズルーム名古屋・大阪(レストラン)２店舗の売上高、名義書換料、ワ

ンダーネット事業の売上高、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、会員制ホテルの交換利用における手

数料収入、ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング事業の売上

高等であります。

４　ゴルフ事業のその他は、営業貸付金利息収入等であります。

５　メディカル事業のその他は、会員権の解約合意金、営業貸付金利息収入、ロイヤルティ収入等であります。また、

当期より登録料収入の数量は口数を記載しております。

６　その他のその他は、営業貸付金利息収入、別荘管理料等であります。

７　上記の金額は、連結消去後の数値であります。また、消費税等は含まれておりません。
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施設別販売実績

〔ホテルレストラン等事業〕

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

売上高(百万円) 売上高(百万円)

料飲売上 宿泊料売上
施設付帯
売上

小計 料飲売上 宿泊料売上
施設付帯
売上

小計

エ
ク
シ
ブ

エクシブ箱根離宮 ─ ─ ─ ─ 543 269 123 935

エクシブ京都 八瀬離宮 546 261 114 922 576 265 115 958

エクシブ那須白河 219 58 43 321 187 46 37 271

エクシブ浜名湖 360 144 76 581 326 121 60 508

エクシブ初島クラブ 252 130 105 487 236 99 95 431

エクシブ鳴門&ＳＶ&ＳＶⅡ 226 157 69 453 233 148 74 457

エクシブ蓼科 270 143 55 470 219 118 46 385

エクシブ琵琶湖 421 134 82 637 450 121 84 656

エクシブ山中湖&ＳＶ 354 189 110 654 296 158 96 552

エクシブ淡路島 87 39 10 138 89 40 10 140

エクシブ軽井沢&ＳＶ 238 121 56 415 213 108 49 371

エクシブ白浜&アネックス 239 105 35 380 238 93 30 362

エクシブ伊豆 132 69 23 225 115 55 19 190

エクシブ鳥羽&アネックス 346 135 73 554 317 120 66 505

エクシブ小計 3,696 1,691 856 6,244 4,044 1,769 911 6,725

サンメン
バーズ

サンメンバーズリゾート 358 218 46 624 347 214 53 615

サンメンバーズシティ 57 159 43 260 65 210 47 324

サンメンバーズ小計 416 377 90 885 413 425 100 939

ト
ラ
ス
テ
ィ

トラスティ神戸旧居留地 26 66 4 96 28 94 5 128

トラスティ東京ベイサイド 21 130 7 159 21 115 6 143

トラスティ心斎橋 53 145 24 223 50 152 24 226

トラスティ名古屋栄 15 106 13 135 18 109 11 139

トラスティ名古屋 14 96 11 122 15 103 9 129

トラスティ小計 131 545 59 737 134 575 57 768

BCC東京ベイコート倶楽部 416 206 56 679 420 205 65 690

　 ホテル合計 4,661 2,821 1,063 8,546 5,012 2,976 1,135 9,123

運営管理費収入 　 1,277　 1,388

保証金償却収入 　 485　 589

その他収入 　 902　 1,006

合計 　 11,211　 12,108

(注) １　その他収入は、ローズルーム名古屋・大阪(レストラン)２店舗の売上高、名義書換料、ワンダーネット事業の売

上高、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、会員制ホテルの交換利用における手数料収入、ヘアアクセ

サリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング事業の売上高等であります。

２　「ＢＣＣ」は「ベイコート倶楽部」の略称であります。
３　「ＳＶ」は「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
４　エクシブ箱根離宮は平成22年３月22日に開業しております。

５　エクシブ淡路島は、前第１四半期連結会計期間において２日間クローズしております。

６　上記の金額は、連結消去後の数値であります。
７　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、トラストガーデン㈱を連結の範囲に含めたことにより契約が増加

しております。

当該契約は以下の通りであります。

契約会社名 相手方の名称 契約の内容 契約期間

トラストガーデン㈱ 武蔵桜特定目的会社
介護付有料老人ホーム４施

設の建物賃借

自　平成20年１月25日

至　平成40年１月24日

（注）１

（注）１　期間満了以降10年毎に自動更新いたします。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。また、当

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。これによる事業区分へ与える影響は軽微なため、前年同期比較を行っております。なお、「セ

グメント利益」は営業利益であります。

　

(1)　経営成績の分析

　 前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間 前年同期比

売上高 19,107百万円 23,337百万円 22.1％

営業利益又は
営業損失（△）

△65百万円 2,474百万円 －

経常利益又は
経常損失（△）

△160百万円 2,464百万円 －

四半期純利益又は
四半期純損失（△）

△358百万円 1,289百万円 －

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア圏などの外需主導や政府の経済対策等により景気回復

の兆しが見られるものの、依然として雇用・所得環境、個人消費の低迷等に大きな変化は無く、本格的な景気回復にま

で至らず、厳しい状況が続いております。

こうした中、当社グループの第１四半期連結会計期間の状況は、前年に比し、会員権販売が好調であったこと、前期

末に開業を迎えた高級会員制リゾートホテル「エクシブ箱根離宮」が通期稼動したことなどにより、売上高は23,337

百万円（前年同期比22.1％増）、営業利益は2,474百万円（前年同期比2,540百万円の増加）、経常利益は2,464百万円

（前年同期比2,624百万円の増加）、四半期純利益は1,289百万円（前年同期比1,648百万円の増加）と、増収増益とな

りました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
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(会員権事業)

　 前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間 前年同期比

売上高 4,314百万円 7,494百万円 73.7％

セグメント利益
又は損失（△）

△446百万円 1,462百万円 －

会員権事業におきましては、東京ベイコート倶楽部の会員権販売が好調に推移したことなどにより増収増益と

なりました。

　

(ホテルレストラン等事業)

　 前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間 前年同期比

売上高 11,211百万円 12,108百万円 8.0％

セグメント利益 269百万円 746百万円 177.4％

ホテルレストラン等事業におきましては、前期（平成22年3月22日）に開業した高級会員制リゾートホテル「エ

クシブ箱根離宮」が通期稼動し、その運営収益や年会費等が収益貢献したことなどにより増収増益となりました。

　

(ゴルフ事業)

　 前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間 前年同期比

売上高 2,048百万円 1,988百万円 △2.9％

セグメント利益 60百万円 135百万円 125.4％

ゴルフ事業におきましては、ゴルフ場の稼動が減少したことなどにより減収となったものの、間接費等の減少に

より減収増益となりました。

　

(メディカル事業)

　 前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間 前年同期比

売上高 1,464百万円 1,682百万円 14.8％

セグメント利益 31百万円 102百万円 222.5％

メディカル事業におきましては、当期よりシニアレジデンス事業を営む子会社３社（ウェル・トラスト㈱、

ヒューマンライフサービス㈱、トラストガーデン㈱）を連結化したことなどにより増収増益となりました。

　

(その他)

　 前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間 前年同期比

売上高 67百万円 64百万円 △5.1％

セグメント利益 19百万円 27百万円 42.5％

その他におきましては、賃貸料収入の減少などにより減収となったものの、間接費等の減少により減収増益とな

りました。
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(2)　財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は248,709百万円（前連結会計年度比7,864百万円の減少）となりまし

た。これは、メディカル事業子会社３社の新規連結により総資産が6,765百万円増加しましたが、工事代金の支払い

や納税等に伴い、現金及び預金や有価証券などが減少したことなどによるものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は188,508百万円(前連結会計年度比7,792百万円の減少）となりまし

た。これは、借入金や未払法人税等の減少などによるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は60,201百万円（前連結会計年度比72百万円の減少）となり

ました。これは、配当金の支払いなどによるものであります。その結果、当第１四半期連結会計期間末における自己

資本比率は 21.4%（前連結会計年度比0.6ポイント増）となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

　 前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,365百万円 △6,348百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,039百万円 △632百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,040百万円 △2,872百万円

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,407百万円 22,559百万円

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、22,559百万

円（前年同期比10,152百万円の増加）となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金は、6,348百万円の減少（前年同期比7,714百

万円の減少）となりました。前年同期比の主な減少要因は、未払金や法人税等の支払いなどによります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金は、632百万円の減少（前年同期比406百万円

の増加）となりました。前年同期比の主な増加要因は、定期預金の預入の減少などによります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金は、2,872百万円の減少 （前年同期比2,168百

万円の増加）となりました。前年同期比の主な増加要因は、短期借入金の増加などによります。
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等は次のとおりであります。

　

買収防衛策について 

株式会社の支配に関する基本方針 

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要

当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社

株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考

えます。

当社は、大規模な買付行為を行う買付者は、株主の皆様の判断のために、当該買付行為に関する必要かつ十分な情

報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会の意見形成や代替案作成のための一定の評価期間が経過した後のみ

当該買付行為を開始する必要があると考えております。

また、大規模買付行為の中には、当該買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものと認められ

るものもないとは言えません。当社はかかる大規模な買付行為に対して、当社取締役会が適切と考える方策をとるこ

とも、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要であると考えております。

　

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別

な取組みの概要

（a）中期経営計画に基づく取組み

当社グループは、平成20年４月にスタートした中期５ヶ年経営計画「エクセレント・ホスピタリティ計画」に

おいて、既存事業の強化と共に、お客様層の拡大や会員制リゾート事業で培ったノウハウを活かした新規事業展開

を目指しております。

「エクセレント・ホスピタリティ計画」の基本戦略は以下の通りです。 

ⅰ　既存事業の強化

関東圏の販売力を強化する一方で、既存ホテルの収益力向上と安定的なビジネスモデル構築に取り組む他、ハ

イセンス・ハイクオリティを追求したゴルフ場運営や、「グランドハイメディック倶楽部」についても、検診を

主体としたクラブより総合健康サービスクラブへ発展を推進していきます。
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ⅱ　顧客ターゲットの拡大

これまで会員制リゾート事業で培ったサービス・ノウハウを活かし、マーケットの増加が見込まれるアクティ

ブシニア層や、東アジア圏の海外富裕層の取り込みなど、新たな顧客層開拓を目指します。

ⅲ　新規事業の成長

当社グループの13万人以上の会員に対し、新たな付加価値やサービスの提供、当社が培ってきたホテルの食事、

医療ネットワークなどの強みを活かし、今後マーケットの拡大が見込まれるシニアレジデンスなどシニアライフ

事業の充実を目指します。

これらの事業間の連携で、グループのシナジー効果を最大限発揮し、組織力強化を図ることで持続的成長を目指

します。また、新たな成長基盤を構築するとともに、コンプライアンスを強化してさらなる企業価値を創造するこ

とにより、株主共同の利益の向上を図ってまいります。

（b）コーポレートガバナンス強化への取組み

当社は、株主をはじめお客様、取引先、地域社会、従業員すべてのステークホルダーから信頼される企業となるた

め、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置づけています。企業倫理と遵法を徹底すると

ともに、内部統制システムを整備し、経営の透明性を確保することに努めています。その一環として、株主総会の充

実、取締役会の意思決定の迅速化、および監督機能の強化、監査役の監査機能の強化等に取り組んでいます。

　

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みの概要

当社は上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

る取り組みとして、「当社株式の大規模買付への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を、導入しておりま

す。

本対応方針では、当社株式に対し２０％以上の大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といい

ます。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール（以下「大規模買付ルー

ル」といいます。）を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断

するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受

ける機会を確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要

かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のため

の期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとします。従いまし

て、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大規模買付者が、大規模

買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。他方、大規模買付者が、大規模買付ルール

を遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、必要か

つ相当な範囲内において会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗すること

があります。

本対応方針は、平成２２年６月開催の当社定時株主総会において、その更新について株主の皆様のご承認を賜り同

日から発効しており、その有効期限は、同日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

終結の時までとなっております。
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④本対応方針が、会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこ

と、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由

本対応方針は、①買収防衛策に関する指針等の要件の充足していること、②本対応方針が会社支配に関する基本方

針の考え方に沿って設計されたものであること③本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと④

合理的な手続きが定められ、独立委員会の活用等、取締役会による適正な運用が担保されていること等の理由から、基

本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的

とするものではないと考えております。

　

本対応方針の詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。

　（アドレス　 http://www.resorttrust.co.jp/）

　

(5)　研究開発活動

　該当事項はありません。

　

(6)　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

わが国における今後の経済情勢につきましては、一部に景気回復の兆しが見られるものの、失業率の改善や個人消

費の冷え込みが解消するまでには至らず、引き続き厳しい経営環境が継続するものと考えております。こうした情勢

のもと、余暇関連産業・市場の動向においても、短期的にはレジャー消費の本格的な回復までには至らないことが予

想されるものの、富裕層の消費には回復の兆しも見られ、インバウンドについては、中国の経済成長から東アジア圏で

の需要が増大しております。また、環境配慮推進やアクティブシニアの増加、余暇ニーズ・健康志向の高まりは、わが

国における長期的な趨勢と予想されます。

こうした環境に即し、当社グループは、既存事業の徹底強化を図り、より安定的な収益基盤を確立することと、顧客

ターゲットの拡大・新規事業ビジネスモデル構築を柱とし、最上のホスピタリティを提供する「エクセレント・ホス

ピタリティ・グループ」となることを目指します。

また、企業の成長源泉である人材の育成を行い、事業の持続的な成長を可能にする組織・風土を確立するととも

に、企業としての社会的責任を重視し、コンプライアンスの徹底や内部統制システムの整備にも継続して取り組み、リ

ゾートトラストグループの総合力を発揮し、さらなる収益力の強化と企業価値の向上を図ってまいる所存です。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、㈱ウェル・トラスト、及びヒューマンライフサービス㈱の２社を

連結の範囲に含めたことにより、設備が増加しております。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額(単位：百万円)
従業
員数
(名)

建物及び構
築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積
千㎡)

その他 合計

㈱ウェル・
トラスト

クラシックガー
デン文京根津
(東京都文京区)

メディカル
事業

介護付有料
老人ホーム 767 0 750

(1.6) 15 1,533 27
［25］

ヒューマンライ
フサービス㈱

モーニングパー
ク主税町
(名古屋市東区)

メディカル
事業

介護付有料
老人ホーム 402 － 1,271

(2.7) 8 1,682 17
［18］

(注) １　帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含めておりません。

２　「従業員数」欄の[　]は臨時従業員数であります。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

　

②　【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年６月30日)

提出日
現在発行数(株)

(平成22年８月11日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 51,705,748 51,705,748

東京証券取引所
（市場第一部）
名古屋証券取引所
（市場第一部）　

単元株式数は100株
であります。

計 51,705,748 51,705,748 － －

(注)提出日現在の発行数には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)

　
第１四半期会計期間末現在

(平成22年６月30日)

新株予約権の数 1,590個　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数 228,960株　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権につき
2,209円　(注)１、２

新株予約権の行使期間 平成18年６月26日～平成26年６月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　2,209円

資本組入額　1,105円

新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の一部行使は認められない。

② 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いて、当社の取締役もしくは従業員または当社子会
社の取締役もしくは従業員としての地位にあること
を要する。

③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が、新株予約権の
権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が権
利を行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注)１　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率

　また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「１株当たり払

込金額」を「１株当たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。 

　上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額は適切

に調整されるものとする。

２　平成19年２月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成19年４月１日付けをもって普通株式１株を1.2株に

分割したことにより発行価格は2,209円に調整されております。

EDINET提出書類

リゾートトラスト株式会社(E03969)

四半期報告書

16/39



　

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年６月26日　取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在

(平成22年６月30日)

新株予約権の数 6,500個　(注)１ 3,450個　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 650,000株 345,000株

新株予約権の行使時の払込金額 1,026円　（注）２

新株予約権の行使期間
平成21年11月１日～

平成26年６月25日

平成23年６月27日～

平成26年６月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　1,026円

資本組入額　　　　513円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

(注)１　各新株予約権の目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。ただし、新株予約権の割当日

後、当社普通株式の分割（普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または併合が行われる場合には、付与株式

数は当該株式の分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるものとする。かかる調整は当該時点におい

て未行使の新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。

(注)２　新株予約権割当日後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

　また、新株予約権割当日後に、時価を下回る価額で新株発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、

行使価額の調整は行わない。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

をいうものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。

　上記のほか、新株予約権割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、他の種類株式の普通株主

への無償配当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他の場合であって行使価額の調整が必要

であると当社が判断する場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

(注)３　新株予約権の行使は、以下の各条件に服する。

① 各新株予約権の一部行使は認められない。したがって、新株予約権は1個またはその整数倍毎に行使するもの

とする。

② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役・執行役員・従業員または関係会社の取

締役・従業員としての地位にあることを要する。

③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が、行使期間中に死亡した場合は、その相続人が権利を行使できるものと

する。
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(注)４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下、

「組織再編行為」という。）をする場合において、当社は組織再編行為の効力発生の時点において残存する新

株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の対象者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項

第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場

合に限るものとする。

① 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記②に従って決定される株式の数を乗じて得られ

る金額とする。

④ 新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。

⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限

各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。

　
平成22年６月29日　取締役会決議

　
第１四半期会計期間末現在

(平成22年６月30日)

新株予約権の数 6,580個　(注)１ 3,420個　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 658,000株 342,000株

新株予約権の行使時の払込金額 1,339円　（注）２

新株予約権の行使期間
平成22年11月１日～

平成27年６月29日

平成24年６月30日～

平成27年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　1,339円

資本組入額　　　　670円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

(注)１　各新株予約権の目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。ただし、新株予約権の割当日

後、当社普通株式の分割（普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または併合が行われる場合には、付与株式

数は当該株式の分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるものとする。かかる調整は当該時点におい

て未行使の新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。

(注)２　新株予約権割当日後、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

　また、新株予約権割当日後に、時価を下回る価額で新株発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、

行使価額の調整は行わない。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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　上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

をいうものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。

　上記のほか、新株予約権割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、他の種類株式の普通株主

への無償配当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他の場合であって行使価額の調整が必要

であると当社が判断する場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

(注)３　新株予約権の行使は、以下の各条件に服する。

① 各新株予約権の一部行使は認められない。したがって、新株予約権は1個またはその整数倍毎に行使するもの

とする。

② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役・監査役・執行役員・従業員または関係

会社の取締役・従業員としての地位にあることを要する。

③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が、行使期間中に死亡した場合は、その相続人が権利を行使できるものと

する。

(注)４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下、

「組織再編行為」という。）をする場合において、当社は組織再編行為の効力発生の時点において残存する新

株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の対象者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項

第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場

合に限るものとする。

① 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記②に従って決定される株式の数を乗じて得られ

る金額とする。

④ 新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。

⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限

各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成22年６月30日 ─ 51,705 ─ 14,258 ─ 13,906
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(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　
(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

①　【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 5,525,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,876,000458,760 －

単元未満株式 普通株式 304,048 － －

発行済株式総数 　 51,705,748 － －

総株主の議決権 　 － 458,760 －

(注) １　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれ

ぞれ2,600株(議決権26個)及び64株含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式27株が含まれております。

②　【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

リゾートトラスト株式会社
名古屋市中区東桜二
丁目18番31号

5,525,700 － 5,525,700 10.69

計 － 5,525,700 － 5,525,700 10.69

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年

４月 ５月 ６月

最高(円) 1,4281,3711,310

最低(円) 1,3311,2051,231

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
業務部門管掌

兼購買部門管掌
専務取締役 業務部門管掌 江幡幸久 平成22年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第１四半

期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22

年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人

により四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７

月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,119 20,352

受取手形及び売掛金 3,866 3,604

営業貸付金 28,918 28,350

有価証券 13,399 17,899

商品 357 346

販売用不動産 21,509 23,240

原材料及び貯蔵品 775 859

仕掛販売用不動産 19,242 18,626

繰延税金資産 3,755 4,722

その他 4,744 3,712

貸倒引当金 △1,113 △1,169

流動資産合計 110,575 120,546

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 54,038

※１
 52,732

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 2,752

※１
 2,914

コース勘定 12,338 12,338

土地 27,721 25,582

建設仮勘定 3,128 3,311

その他（純額） ※１
 5,460

※１
 5,538

有形固定資産合計 105,440 102,417

無形固定資産

のれん 362 －

ソフトウエア 1,099 1,178

その他 2,512 2,544

無形固定資産合計 3,974 3,723

投資その他の資産

投資有価証券 8,778 9,614

関係会社株式 1,922 2,955

長期貸付金 4,134 5,187

繰延税金資産 1,263 980

その他 19,504 17,894

貸倒引当金 △6,866 △6,726

投資損失引当金 △18 △20

投資その他の資産合計 28,718 29,886

固定資産合計 138,133 136,027

資産合計 248,709 256,573
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 735 735

短期借入金 16,482 15,000

1年内返済予定の長期借入金 10,179 11,088

1年内償還予定の社債 1,968 1,968

未払法人税等 233 5,685

未払消費税等 613 723

前受金 10,004 9,504

前受収益 7,464 5,097

関係会社整理損失引当金 188 188

その他 10,862 15,488

流動負債合計 58,731 65,480

固定負債

社債 6,924 7,099

長期借入金 11,155 13,483

繰延税金負債 2,195 1,450

退職給付引当金 718 636

役員退職慰労引当金 1,574 1,560

長期預り保証金 100,090 102,765

負ののれん 1,046 13

資産除去債務 93 －

その他 5,978 3,810

固定負債合計 129,776 130,820

負債合計 188,508 196,300

純資産の部

株主資本

資本金 14,258 14,258

資本剰余金 13,906 13,906

利益剰余金 34,104 33,877

自己株式 △9,045 △9,066

株主資本合計 53,224 52,976

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △59 257

評価・換算差額等合計 △59 257

新株予約権 202 189

少数株主持分 6,833 6,849

純資産合計 60,201 60,273

負債純資産合計 248,709 256,573
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 19,107 23,337

売上原価 3,612 4,631

売上総利益 15,494 18,706

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 5,844 6,187

役員退職慰労引当金繰入額 42 13

修繕維持費 420 509

貸倒引当金繰入額 191 －

水道光熱費 846 912

減価償却費 1,229 1,372

その他 6,985 7,235

販売費及び一般管理費合計 15,560 16,231

営業利益又は営業損失（△） △65 2,474

営業外収益

受取利息 71 70

受取配当金 0 1

割賦利息及び手数料 3 3

持分法による投資利益 2 0

負ののれん償却額 3 33

その他 39 31

営業外収益合計 120 140

営業外費用

支払利息及び社債利息 81 65

前受金保証料 24 11

控除対象外消費税等 47 57

その他 62 16

営業外費用合計 215 150

経常利益又は経常損失（△） △160 2,464

特別利益

固定資産売却益 0 0

関係会社株式売却益 1 12

投資損失引当金戻入額 － 1

貸倒引当金戻入額 － 55

特別利益合計 1 69
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

特別損失

固定資産除却損 20 4

固定資産売却損 0 －

関係会社株式売却損 1 －

貸倒引当金繰入額 170 139

寄付金 45 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

その他 17 －

特別損失合計 255 174

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△414 2,360

法人税、住民税及び事業税 184 194

法人税等調整額 △249 890

法人税等合計 △64 1,085

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,274

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9 △15

四半期純利益又は四半期純損失（△） △358 1,289
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△414 2,360

減価償却費 1,451 1,515

のれん及び負ののれん償却額 9 △21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 361 83

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101 101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15 13

受取利息及び受取配当金 △71 △71

支払利息及び社債利息 81 65

投資損失引当金の増減額（△は減少） － △1

売上債権の増減額（△は増加） 983 △662

たな卸資産の増減額（△は増加） 430 1,189

仕入債務の増減額（△は減少） △68 △82

未払金の増減額（△は減少） △923 △4,305

前受金の増減額（△は減少） 1,346 466

長期預り保証金の増減額（△は減少） △3,061 △2,676

未払消費税等の増減額（△は減少） 284 △110

その他 1,713 1,304

小計 2,208 △831

利息及び配当金の受取額 56 87

利息の支払額 △68 △53

法人税等の支払額 △831 △5,550

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,365 △6,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,213 △10

定期預金の払戻による収入 2,720 2,210

有価証券の取得による支出 △7,497 △3,499

有価証券の売却及び償還による収入 10,500 2,000

投資有価証券の取得による支出 △2,061 △695

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 1,000

関係会社株式の取得による支出 △7 △3

関係会社株式の売却による収入 19 29

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,265 △2,099

貸付けによる支出 △230 △17

貸付金の回収による収入 20 10

その他 △23 442

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,039 △632

EDINET提出書類

リゾートトラスト株式会社(E03969)

四半期報告書

26/39



(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,600 1,482

長期借入れによる収入 － 30

長期借入金の返済による支出 △2,139 △3,267

社債の発行による収入 2,462 －

社債の償還による支出 － △175

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 － 17

配当金の支払額 △692 △923

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 △70 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,040 △2,872

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,713 △9,854

現金及び現金同等物の期首残高 17,060 31,592

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

59 821

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 12,407

※１
 22,559
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

１　連結の範囲に関する事
項の変更

(1)連結の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間より、非連結子会社でありました㈱ウェル・トラスト及
びヒューマンライフサービス㈱は重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま
す。また買収により子会社となりましたトラストガーデン㈱を連結の範囲に含めて
おります。

(2)変更後の連結子会社の数

18社

２　会計処理基準に関する
事項の変更

 

(1)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の

取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適用しております。これ

による経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響はありません。

(2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益は０百万円それぞれ増加し、税金等調整前四半

期純利益は29百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は94百万円であります。

(3)「企業結合に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第

21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企

業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準第16号　平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用してお

ります。
　
【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表規則等の一部を
改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株
主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
【簡便な会計処理】

　 当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

固定資産の減価償
却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して
算定する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

　該当事項はありません。

　
【追加情報】

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

───

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

※１有形固定資産の減価償却累計額    68,605百万円

 

※１有形固定資産の減価償却累計額    67,352百万円

 

  ２保証債務   ２保証債務

    会員等の金融機関とのローン契約に対する保証

エクシブ会員 15百万円

ゴルフ会員 53百万円

計 68百万円

 

    会員等の金融機関とのローン契約に対する保証

エクシブ会員 18百万円

ゴルフ会員 69百万円

計 87百万円

 

　     関係会社の入居者よりの預り保証金に対する保証

㈱ウェル・トラスト 162百万円

計 162百万円
　 　

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

 

───

 

 

───
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年６月30日現在)

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年６月30日現在)

　

現金及び預金 15,606百万円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金及び担保預金

△6,699百万円

有価証券勘定に計上されてい
る譲渡性預金

3,500百万円

現金及び現金同等物 12,407百万円

　

　

現金及び預金 15,119百万円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金及び担保預金

△3,459百万円

有価証券勘定に計上されてい
る取得日から３ヶ月以内に償
還期限が到来する譲渡性預金

10,900百万円

現金及び現金同等物 22,559百万円

　
　 　

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類

当第１四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 51,705,748

　
２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類

当第１四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 5,512,803

　
３　ストック・オプションとしての新株予約権に関する事項

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　提出会社　202百万円

　
４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年6月29日
定時株主総会

普通株式 923 20平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

(2)　基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　

　 会員権事業

(百万円)

ホテルレスト
ラン等事業

(百万円)

ゴルフ事業

(百万円)

メディカル
事業

(百万円)

その他事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対す
る売上高

4,314 11,2112,0481,464 67 19,107 － 19,107

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1 443 22 0 134 602 (602) －

計 4,315 11,6552,0711,465 202 19,710(602)19,107

営業利益又は
営業損失（△）

△446 269 60 31 19 △65 － △65

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主要な事業内容

　会員権事業 ・・・・・・・・・ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与

　ホテルレストラン等事業 ・・・ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス（ワンダーネット

事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、会員制

ホテルの交換利用における手数料収入）、損害保険代理業、ヘアアクセサ

リー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング事

業

　ゴルフ事業 ・・・・・・・・・ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対

象とした金銭の貸与

　メディカル事業 ・・・・・・・メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とし

た金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業

　その他事業 ・・・・・・・・・不動産の賃貸、別荘管理等
　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）における本邦以外の国又

は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、その記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）における海外売上高は、連

結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平成20年３

月21日）を適用しております。
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１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分

の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、４つの事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。

従って、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「会員権事業」、「ホテル

レストラン等事業」、「ゴルフ事業」及び「メディカル事業」の４つを報告セグメントとしております。

「会員権事業」は、ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与を行っております。「ホテ

ルレストラン等事業」は、ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス（ワンダーネット事業の売上高、

継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、会員制ホテルの交換利用における手数料収入）、損害保険代理

業、ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング事業を行っております。「ゴ

ルフ事業」は、ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対象とした金銭の貸与を行っ

ております。「メディカル事業」は、メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とした金銭

の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業、居宅介護サービス事業を行っております。

　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント

その他
(注)

合計
会員権事業

ホテルレスト
ラン等事業

ゴルフ事業
メディカル
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,494 12,1081,9881,68223,273 64 23,337

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

1 504 13 0 519 135 655

計 7,495 12,6122,0021,68223,792199 23,992

セグメント利益 1,462 746 135 102 2,446 27 2,474

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んで

おります。
　
３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利    益 金    額

報告セグメント計 2,446

「その他」の区分の利益 27

四半期連結損益計算書の営業利益 2,474

　
４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「メディカル事業」セグメントにおいて、下記ののれんの金額が変動しております。 

　当社グループが積極的な展開を図っているシニアレジデンス事業を発展させるにあたっての基盤とす

るため、トラストガーデン㈱の株式を取得し、連結子会社としたことによりのれんが発生しております。 
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また、従来は非連結子会社でありました㈱ウェル・トラスト及びヒューマンライフサービス㈱も同様

に今期より連結の範囲に含めたことにより、未認識でありましたのれん及び負ののれんを計上しており

ます。

　なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては374百万円であり、負の

のれんの増加額は当第１四半期連結累計期間においては1,066百万円であります。

 

 

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

 

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費

役員報酬　　　　１百万円

給料及び賞与　　10百万円

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

提出会社

決議年月日 平成22年６月29日

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役　11名

当社監査役　２名

当社執行役員　８名

当社従業員　442名

子会社取締役　２名

子会社従業員　11名

株式の種類別ストック・オプショ

ンの付与数（注）１

普通株式

658,000株

普通株式

342,000株

付与日 平成22年６月30日

権利確定条件 該当事項無し

対象勤務期間 該当事項無し

権利行使期間
平成22年11月１日～

平成27年６月29日

平成24年６月30日～

平成27年６月29日

権利行使価格（円） 1,339円

付与日における公正な評価単価

（円）
281 282

（注）１　株式数に換算して記載しております。
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

取得による企業結合 

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、

結合後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠 

①被取得企業の名称及びその事業の内容 

  被取得企業の名称　株式会社ボンセジュールグラン 

  事業の内容　　　　介護付有料老人ホームの運営

②企業結合を行った主な理由 

  当社グループが積極的な展開を図っているシニアレジデンス事業を発展させるにあたっての　　  基

盤とするため。 

③企業結合日 

  平成22年６月１日 

④企業結合の法的形式 

  現金を対価とする株式取得 

⑤結合後企業の名称 

  トラストガーデン株式会社

⑥取得した議決権比率 

  100％ 

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠 

  当社による、現金を対価とする株式取得であること。 

 

（２）四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成22年６月1日から平成22年6月30日まで 

 

（３）被取得企業の取得原価及びその内訳 

被取得企業の取得原価は45百万円であり、現金による取得であります。 

 

（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

①発生したのれんの金額 

  337百万円 

②発生原因 

  取得原価が取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額を

  のれんとして計上しております。  

③償却方法及び償却期間 

　５年間にわたる均等償却 
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（５）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半

期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額 

売上高　　　　 450百万円

　経常利益　　　　52百万円

　四半期純利益　　54百万円

上記概算額は、企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高、経常利

益、四半期純利益との差額であります。また、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度の開始

の日に発生したものとし、償却額を算定しております。 

なお、影響の概算額については、監査証明を受けておりません。 

 

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(賃貸等不動産関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

　

１株当たり純資産額 1,150円94銭

　

　

１株当たり純資産額 1,152円74銭

　
　 　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)

前連結会計年度末

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 60,201 60,273

普通株式に係る純資産額（百万円） 53,165 53,233

差額の主な内訳
　新株予約権（百万円） 202 189

　少数株主持分（百万円） 6,833 6,849

普通株式の発行済株式数（千株） 51,705 51,705

普通株式の自己株式数（千株） 5,512 5,525

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株）

46,192 46,180
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２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

 

１株当たり四半期純損失金額 7円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益金額 27円93銭

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額

27円80銭

　 　

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の

基礎

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額
　  又は四半期純損失金額

　 　

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失（△）（百万円）

△358 1,289

　普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失（△）（百万円）

△358 1,289

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式の期中平均株式数（千株） 46,170 46,184

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　 　

　四半期純利益調整額（百万円） － －

　普通株式増加数（千株） － 213

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

新株予約権方式の

ストックオプション

取締役会決議日

平成21年６月26日

（新株予約権
10,000個、1,000,000株）

これらの詳細については、「第
４提出会社の状況、(2)新株予
約権等の状況」に記載の通り
であります。

新株予約権方式の

ストックオプション

取締役会決議日

平成22年６月29日

（新株予約権
10,000個、1,000,000株）

これらの詳細については、「第
４提出会社の状況、(2)新株予
約権等の状況」に記載の通り
であります。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しておりますが、当四半期連結会計期

間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載してお

りません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月12日

リゾートトラスト株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐　藤　　茂　　　    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    岡　野　英　生　　    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    久　野　誠　一　　    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリ

ゾートトラスト株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、リゾートトラスト株式会社及び連結子会社の

平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

追記情報 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四

半期連結会計期間より、連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針を適用し

ている。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月11日

リゾートトラスト株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐　藤　　茂　　　     印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    岡　野　英　生　 　    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    久　野　誠　一　　     印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリ

ゾートトラスト株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会

計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日か

ら平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、 リゾートトラスト株式会社及び連結子会社の

平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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